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第３３回原子力委員会 

資 料 第 １ － １ 号 



はじめに 

・昨年５月２４日の閣議決定により委員会
設置 

・現地視察、自治体からの意見聴取、関
係者ヒアリング（７７２名）等の調査活動 

・昨年１２月２６日に中間報告、本年７月２
３日に最終報告 

・最終報告では、主として中間報告後の調
査・検証結果を記述 
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今回の事故について（本文P361） 

・直接には地震・津波という自然現象に起因 

・極めて深刻かつ大規模な事故となった背景
には、事前の事故防止策・防災対策、事故発
生後の発電所における現場対処、発電所外
における被害拡大防止策について、様々な問
題点が複合的に存在した 

・政府の危機管理態勢の問題点も浮上 

・原発事故の再発防止、被害拡大防止・軽減
のためには、抜本的な対策強化が必要 
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１ 主要な問題点の分析 
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（１）事故発生後の東京電力等の対処及び損傷
状況に関する分析 

〔本文編Ⅱ章等での主な記載事項〕 

・原子炉水位計等の誤表示のカラクリ（資料・P289～） 

 

・1～3号機の主要施設等の被害状況（資料・P3～）  

 

・東京電力やJNESの解析の問題点（本文・P23 ～） 

 

・水素爆発に関する分析（本文・P40～） 
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（１）事故発生後の東京電力等の対処 
 及び損傷状況に関する分析 

ａ 福島第二原発における現場対処と比 

  較した福島第一原発の問題点 
 

 ・３号機代替注水 

 ・２号機Ｓ／Ｃ圧力・温度の監視 
 

ｂ 損傷状況の継続した徹底的な解明の 

 必要性 
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（２）事故発生後の政府等の事故対処 
  に関する分析 

ａ 原子力災害現地対策本部 
 

 ・オフサイトセンターの機能不全に関す 

 る問題 

 

 ・原災本部長から現地対策本部長への 

 権限委任の問題 
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ｂ 原子力災害対策本部 
 

（ａ）官邸内の対応 

 ・官邸５階等と地下の緊急参集チームの 

  連携不足 

 ・現場に近い対策拠点、政府施設内に 

  いながら情報に近接できる仕組みの必  

  要性 
 

（ｂ）情報収集の問題点（ＥＲＣ） 
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ｃ 福島県災害対策本部 

 ・災対本部の組織・仕組みを再検討する必要 

 性 

 ・県が前面に出て対応に当たることを踏まえ 

 た防災計画策定の必要性 
 

ｄ その他の具体的な対応に関する分析 

 ・原子力緊急事態宣言の発出 

 ・福島第一原発視察 

 ・具体的事故対処（原子炉への海水注入）に 

 ついての官邸の関与 
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（３）被害の拡大防止策に関する分析 

ａ 原発事故の特異性 
 

ｂ モニタリングの在り方 

 ・モニタリング態勢整備の見直しの必要性 
 

ｃ ＳＰＥＥＤＩの活用の在り方 

 ・ＥＲＳＳから放出源情報が得られない場合の 

  活用方法、活用主体が不明確 

 ・放出源情報が得られない場合でも活用の 

  余地 10 



ｄ 住民に対する避難指示 
 ・福島第二原発から10km圏外への避難指示 

 

  12日17時39分 

   ２F10km避難指示 

  12日18時25分 

   １F20km避難指示 

 

 

 

 ・病院患者等の避難 
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• ｅ 被ばくへの対応 
 ・ＡＰＤの未装着問題 
 ・国のヨウ素剤服用指示 
 ・県のヨウ素剤服用指示 
 ・スクリーニングレベルの引上げ 
 ・校舎・校庭等の利用基準 
 ・緊急被ばく医療機関 
 ・放射線に関する国民の理解 



ｆ 国民への情報提供に関する分析 
 

 ・官邸の事前了解 
 ・炉心溶融を積極的に否定した保安院の広報 
 ・放射線の影響に関する広報（「直ちに」との 
 表現） 
 ・「不測事態シナリオの素描」の不公表問題 
 

ｇ 国外への情報提供や諸外国等との連 
 携の在り方 
 

 ・諸外国との情報共有 
 ・諸外国からの支援の受入れ 
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（４）事故の未然防止や事前の防災対 
 策に関する分析 

ａ 総合的リスク評価とシビアアクシデント 

 対策の必要性 

 ・外的事象も考慮に入れた総合的リスク評価 

  とシビアアクシデント対策が必要 
 

ｂ 原子力防災対策の見直し 

 ・避難区域等の設定について再検討が必要 

 ・原子力災害の際に、国が行うべき事業者へ 

 の支援・協力の内容を検討することが必要 14 



（５）原子力安全規制機関等に関する 
 分析 

・中間報告における５点の指摘（独立性と透
明性の確保等）に、２点の指摘を追加 

                  ⇓ 
①国際機関・外国規制当局との積極的交流 

②規制当局の態勢の強化 
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（６）東京電力に関する分析 

・危機対応能力の脆弱性 

・専門職掌別の縦割り組織の弊害 

・過酷な事態を想定した教育・訓練の欠如 

・事故原因究明への熱意の不足 

・より高い安全文化の構築が必要 
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（７）ＩＡＥＡ基準などとの国際的調和に 
 関する分析 

・国際基準の動向も参照して、国内基準を 

最新・最善のものとする不断の努力が必要 
 

・事故から得られた知見を国際社会に発 

信し、国際貢献を行うべき 
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２ 重要な論点の総括 
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（１）抜本的かつ実効性ある事故防止策の 

   構築 

 

（２）複合災害という視点の欠如 

 

（３）求められるリスク認識の転換 
・災害大国であることを自覚した謙虚な向き合い 

・発生確率にかかわらないしかるべき対策の必要 

・「残余のリスク」等を放置しない 
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（４）「被害者の視点からの欠陥分析」の重 

   要性 
・「システム中枢領域」の安全性への過信による安全
対策の破綻 

・「システム支援領域」「地域安全領域」の安全対策は
独立して機能するか 

（５）「想定外」問題と行政・東京電力の危 

 機感の希薄さ 
・「想定外」ではあるが予測可能な事態への新しい発
想での取り組み 
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（６）政府の危機管理態勢の問題点 
・原災法の枠組みを超える事態も含めた検討の必要 

 

（７）広報の問題点とリスクコミュニケーショ 

    ン 
・リスク・コミュニケーションの視点を取り入れた、情報
提供の在り方についての検討 

・クライシス・コミュニケーションの専門家の活用 
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（８）国民の命に関わる安全文化の重要性 
・原発事業の安全文化は国民の命に係わる問題 

 

（９）事故原因・被害の全容を解明する調 

   査継続の必要性 
・事故原因の調査・検証の継続 

・「人間の被害」の全容を、国が率先し、自治体、研究
機関等の協力を得て記録にまとめ、教訓として後世に
伝える 
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３ 原子力災害の再発防止及び 
  被害軽減のための提言 

   中間報告、最終報告における提言 

を７つの項目に分類して再録 
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委員長所感・抜粋 
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